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募集要領

１． 目的
菊陽町共同募金委員会（以下「本会」という。）では、共同募金の財源をもとに、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進することを目的とした活動を応援するため助成を行います。

２． 対象団体
菊陽町内に活動の拠点を置き、地域活動や福祉活動を目的に活動する福祉団体、NPO、ボランティア団体、地域コミュニティ組織等です。

３． 対象事業
（１）福祉団体やNPO、ボランティア団体による地域福祉を目的とした活動事業
（２）地域コミュニティ組織等による先駆的、モデル的な福祉推進のための新規事業
（３）その他本会で適当と認められた事業

４．　助成枠及び助成額　
（１）公募による助成事業の予算総額は、募金総額の２％程度とします。ただし、募金目標額又は募金実績額を基に、社会福祉協議会助成事業の助成額を勘案して、本会において、調整、決定します。
（２）助成額は、必要と認める事業の上限２／３以内で３万円を上限とします。なお、希望額が審査の結果、そのまま助成額に添わないこともあり得ます。

５．　過去に助成を受けたことのある活動団体・グループからの応募について継続的な助成の制限
町内活動団体への助成機会均等をはかるため、継続的な助成については原則的に一定期間（同一団体の同一事業については最多でも累計３回を目安として）で打ち切ることとします。ただし、団体としての基盤が確立し新たな事業へと活動を発展させたい、特定の事業収入などを持たずに資金難となっている、などの場合は、最後に助成を受けてから３年以上経過していることを条件に応募を認める場合があります。

６．　経費について
　　　（１）対象となる経費　　
申請事業に直接必要なもの。
例）消耗品、備品、ポスター・チラシ印刷代等。その他本会の運営委員会で適当と認められた経費
　　　（２）対象とならない経費
自団体のスタッフ日当・時間給、役員報酬等人件費。自団体のスタッフが講師となり発生する謝金・ 交通費。下見・打ち合わせ・リハーサル、団体の交流会・反省会等の飲食に関する食糧費、団体運営費、諸会費、領収証の無いもの

７．　募集期間・方法
募集期間は、令和７年１２月１日（月）から令和８年１月３０日（金）までです。助成金申請書（様式１）を提出してください。
８．　選考時期
　　　助成金申請書受け付け後、本会の審査委員会にて令和８年２月頃までに審査します。

９． 助成金の決定
本会の審査委員会での審査、本会の運営委員会の承認後（令和８年３月頃）、助成金決定通知書（様式２号）を、不採択のときは助成金不採択通知書（様式２号-２）を送付します。なお、募金総額によって助成金の額は決まることから、希望額がそのまま助成額に添わないこともあり得ます。

１０．　助成金交付時期
助成金決定通知後、令和８年７月頃までに助成金を交付します。

１１．　事業実施期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとします。

１２．　変更申請書の提出
助成金交付申請書の内容が事情により実施できない等、大きな変更が確定した場合は、すみやかに助成金交付変更申請書（様式４号）を提出してください。

１３．　事業完了報告
事業完了後２か月内（事業完了が年度末の場合は４月末日まで）に助成事業完了報告書（様式５号）、活動の写真（２～３枚）、領収書、助成事業であることを記載した実施事業に関する広報誌・参加案内チラシ・印刷物等を提出してください。

１４．　その他
（１）事業開始または事業報告で、「熊本県共同募金会菊陽町共同募金委員会地域福祉活動助成事業実施要綱」第１３条各号に定められた助成金の返還規定に該当した場合は、助成金をすみやかに返還してもらいます。
　　　　（２）詳細について、この要領に定めるもののほか「熊本県共同募金会菊陽町共同募金委員会地域福祉活動助成事業実施要綱」をご確認ください。

１５．　お問合せ　　　　　　
菊陽町共同募金委員会
〒869-1103菊陽町久保田2623（菊陽町社会福協議会内）
電話：０９６-２３２-３５９３（月～金：9時～17時）　／　FAX：096-232-7385
公募3

image1.png
ROTPIRERIFES





